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 第１９期  第２回  八尾市図書館協議会会議録    

                      

                      

日 時 平成２６年１１月１２日（水） 

                         １４時００分～１６時２４分 

                   場 所 八尾市立青少年センター 集会室 

 

 

  出席者（敬称略） 

松井 純子    （大阪芸術大学） 

村瀬 憲夫    （元近畿大学中央図書館長） 

井上 眞澄    （元京都橘大学文学部教授） 

吉川 逸子    （大阪府立中央図書館司書部長） 

大久保 典子   （大阪市立中央図書館利用サービス担当課長） 

新居 佐登子   （八尾市社会教育委員） 

北田 信吉    （八尾市青少年育成連絡協議会） 

岡本 彩希    （八尾市ＰＴＡ協議会） 

池田 多瑛    （公募市民委員） 

田中 典子    （公募市民委員） 

 

  職 員 

浦上 弘明    （八尾市教育長）  

伊藤 均     （教育次長兼生涯学習部長） 

南 昌則     （八尾図書館長） 

永田 敏憲    （山本図書館長） 

西村 隆男    （八尾図書館館長補佐） 

筒 暁子     （八尾図書館利用サービス係長） 

佐古田 明奈   （八尾図書館資料係長） 

丸谷 奈緒美   （八尾図書館資料係副主査） 

小畑 由季    （八尾図書館司書） 

喜多 由美子   （山本図書館司書） 

中原 優希    （志紀図書館司書） 

 

 

１ 議題 

（１） 龍華図書館開館後の図書館４館体制の運営の評価 

① 龍華図書館のモニタリング 

② 図書館４館体制のサービスチェック 

（２） その他 



－2－ 

２ 報告 

（１） 移動図書館ステーションの見直し 

（２） 新八尾図書館の利用状況 

（３） 開館日時拡大後の利用状況 

（４） 個人ボランティア登録制度の施行実施 

３ その他 
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○佐古田係長（司会）  それでは、定刻ですので始めさせていただいてもよろしいでし

ょうか。 

 ただいまから、第１９期第２回八尾市図書館協議会を開催させていただきます。 

 本日は、御多忙のところ御出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

 それでは､会議に先立ちまして、委員の皆様に御報告させていただきます。去る１１月３

日に行われました文化の日表彰式典におきまして、井上委員が図書館協議会委員として市

政・教育行政に御協力いただいたことによる、一般表彰を受賞されました。この場をお借

りして、御報告をさせていただきます。 

 井上委員さん、一言お願いいたします。 

○井上委員  失礼します。８年間しかやってないんですけど、図書館協議会委員として

長年尽力されたということで、１１月３日文化の日に表彰を受け取りました。市民ではあ

りませんし、館長からお話をいただいたときにそれはと言ったら、もう申請を出しました

ので今さら辞退できませんよと言われまして、それで受けさせていただくことになりまし

た。十分な役割を果たしてないのに名誉な表彰をいただきまして、どうもありがとうござ

いました。 

○佐古田係長（司会）  ありがとうございました。 

 それでは、本日の資料の確認をお願いいたします。 

 まず、「第１９期第２回八尾市図書館協議会次第」。次に、資料１といたしまして「龍

華図書館開館後の図書館４館体制の運営の評価」、資料２といたしまして「移動図書館ス

テーションの見直し」、資料３といたしまして「新八尾図書館の利用状況」、資料４とし

まして「開館日時拡大後の利用状況」、資料５としまして「個人ボランティア登録制度の

実施」、「八尾市図書館ボランティア登録一覧」、以上の資料が本日の資料でございます｡ 

 また、お席に１２月６日（土）志紀図書館で開催いたします、村瀬副会長に御講演いた

だく万葉集の講座のチラシ、今東光資料館の秋季企画展のチラシを置かせていただいてお

ります。あわせて、くらし学習館の市民講座の御案内、近畿大学中央図書館貴重書展「誰

もが知っている書物展」の御案内も置かせていただいております。御確認をお願いいたし

ます。 

 資料の不足等はございませんでしょうか。 

 また、机上に校正中の前回の協議会会議録を配付いたしております。お手元の会議録を

後ほど御確認いただきまして、訂正等がございましたら１１月２８日（金）までに御連絡

をいただきますようよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、委員の皆様におかれましては、本日も図書館の運営につきまして、活発な御

意見、御協議をいただきますようよろしくお願いいたします。 

 なお、本日、水谷委員におかれましては、所用のため欠席の旨の御連絡をいただいてお

ります。 

 それでは、開会に当たりまして、浦上教育長から御挨拶申し上げます。 

○浦上教育長  皆さん、こんにちは。教育長の浦上でございます。どうかよろしくお願

いいたします。 

 本日は、お忙しい中、図書館協議会に御出席賜りましてありがとうございます。また、

平素は八尾市の図書館運営全般に対しまして、御理解、御協力等をいただいておりますこ
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とをあわせてお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。 

 さて、今春オープンいたしました八尾図書館なんですけども、前年度と比べて２倍以上

の貸出点数がございます。また、毎日、多くの子どもや一般市民の方々が利用していただ

いている状況でございます。その要因といたしましては、やはり新館になりましたのでハ

ード面でのきれいさといいますかそういうものと、また建物のスペース、機能面でやはり

利用がしやすいのではないかなと考えております。 

 また、開館と同時期に導入しました読書通帳、これもテレビとか報道関係も入っていた

だいて非常にＰＲもしていただいておりますけれども、読書通帳の活用もやはり一つの利

用促進につながっているのかなと考えております。この読書通帳は、八尾市内の小学生に

配付しております。もう既に３，０００人、八尾では大体一学年が２，３００名ほどです

から、相当な数の子どもたちが読書通帳を利用しているということで、また放課後の時間

帯とか土曜日、日曜日の休日に活用をしていただいているところでございます。 

 先日、この読書通帳の満ぱん記念達成会というのがございまして、ちょうどテレビも入

りまして私も映ってましたけれども、ちょうど２冊目に入った子どもたちが半年間で１５

名おりました。一番トップの子といいますか、一番たくさん本を読んだ子がもう５冊目に

入っているということらしいですけども、すごい勢いだなと思いました。私はその中で、

当日２名ほど欠席だったんですけど１３名の子どもとしゃべっていますと、こんな声があ

りました。やっぱり、本を借りるのが楽しいとかうれしいとか、そして借りる本の冊数が

増えたとか。また、私が一番うれしいなと思ったのは、自分が読んだ本で非常に心に残る

ものとか、あるいは感動するものの本の名前がその通帳に刻まれていることによって、ま

たそれを思い出す機会になったという、非常にこれは人間の成長といいますか、そういう

ふうな中においてはすごく大きなものかなと私は思いましたので、そのときに大変感動を

いたしました。また、そこで引率されていた保護者の方からもいろんな感想が寄せられて

ました。特に、家での子どもの読書する姿を見ていて非常に今までとちょっと変わってき

たなとか、またそういう八尾市の取り組みに対して共感を持っていただいてることもあわ

せてお話をされていて、非常に私ども行政の人間としてありがたいなという気持ちでござ

いました。 

 さらには、全国学力学習状況調査の学力テストの点数というのも、大阪府下はやはり全

国よりも大分低いということを報道等で述べられてますけれども、やはり八尾の子どもた

ちがさらに本をしっかり読んで読解力とかあるいは表現力を培うことが、そういった自分

自身の学力の向上へつなげていって欲しいなという期待も非常に持っております。本市教

育委員会といたしましても、今後、ますます図書館が市民にとってやはり生涯学習の場と

なるようにしっかり頑張っていきたいと思っていますので、どうかよろしくお願いいたし

ます。 

 最後になりますけども、八尾の図書館をはじめ来年開館を予定しております龍華図書館

も含めて今後の図書館運営に対しましても、今日、また御意見やそして御指導を賜ります

ようお願い申し上げまして、冒頭の挨拶とさせていただきます。本日は、どうかよろしく

お願いいたします。 

○佐古田係長（司会）  ありがとうございました。 

 それでは、これより議事に入らせていただきます。議事進行は松井会長にお願いしたい
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と存じます。松井会長よろしくお願いいたします。 

○松井会長  松井でございます。今日は、皆様、秋色がだんだん深まってきましたけれ

ども、時間のお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。教育長からも今

読書通帳をきっかけにして子どもたちの読書が深まっているといういいお話を伺いまして、

協議会としてもますます頑張っていきたいというふうに思った次第です。 

 それでは、議事に入らせていただきます。着席させていただきます。 

 それでは、お手元の次第に従いまして進行させていただきます。 

 一番目の議題といたしまして、「龍華図書館開館後の図書館４館体制の運営の評価」と

いう議題が挙がっております。内容としては、龍華図書館のモニタリングそれから図書館

４館体制のサービスチェックという２つの内容についての議論をということになっている

かと思いますが、それでは事務局のほうからこの点について御説明をお願いいたします。 

○西村館長補佐  それでは、議題の説明をさせていただきます。 

 「龍華図書館開館後の図書館４館体制の運営の評価」といたしまして、資料１を御参照

ください。 

 （1）龍華図書館のモニタリング、①公の施設の指定管理者制度に関する基本指針、②八

尾市図書館協議会としての関わり方について、簡単に御説明をさせていただきます。 

 まず、龍華図書館のモニタリングについてでございますけれども、指定管理者制度を導

入した公の施設において、市のモニタリング、指定管理者自身によるモニタリングを実施

することが、基本指針において規定をされておりまして、①業務の履行状況、②サービス

の質、③サービス提供の継続性・安定性の観点から、それぞれ詳細項目をチェックいたし

まして、管理運営の改善や次年度の事業計画に生かすこととさせていただいております。

また、市が利用者に対しましてアンケートを実施し、その結果についても報告書作成を行

った上で、毎年度終了後、事業報告書と合わせて、確認・評価した内容を「モニタリング

レポート」として総括し公表することとなっております。 

 以上が市によるモニタリングの流れになりますが、②八尾市図書館協議会としての関わ

り方として、前回の協議会においても御意見を賜ったわけでございますけれども､協議会と

して龍華図書館の運営にどのように関与していくのか。以下、議論のテーマに標記してお

りますが、協議会として点検や評価を実施するのか、また行う場合にどういった点を検討

していくのかなどにつきまして委員の皆様の率直な御意見をいただければと存じます。 

 補足ですけれども、龍華図書館が開館しますと当然のことながら、当図書館協議会に龍

華図書館の館長が出席することとなりますし、その部分でいいますと、協議会の際に館長

に意見を求めその内容を確認することについても協議会としての関わり方の一つでござい

ますし、具体的に一例でございますが、月に１度龍華図書館に委員の方々が赴きまして、

そのサービス内容を肌で感じていただいて、協議会として意見を出していただくというこ

とも一つであると思います。委員の皆様の忌憚のない御意見をいただきまして、議論を進

めていただければと存じます。よろしくお願いいたします。 

○松井会長  ありがとうございました。ただいまの説明に対して、まず何か御質問ござ

いましたらお出しいただければと思いますが、いかがでしょうか。 

 特に、御質問がないようでしたら御意見ということでも構いませんので、御自由にまず

は御発言いただきたいと思います。 
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 池田委員どうぞ。 

○池田委員  図書館協議会としての関わり方というのが、おっしゃったとおり館長が出

席されて、そこの中でお話を聞かせていただいたりというような関わり方ぐらいしかちょ

っと思いつかなくて、協議会は協議会で市は市で実際に運営される指定管理がばらばらな

ところで議論されて、それをその意見とか資料だけで判断するというのは難しいのかなと

思うので、それぞれの立場の方が一緒に集まるようなところで議論できるような場があれ

ばいいのかなと思うんですけれども。 

○松井会長  はい、ありがとうございます。ただいまの意見に対していかがでしょうか。 

 館長からですか、はい。 

○南館長  西村が先ほど今日の議論のテーマで説明をさせていただいてて、ちょっと補

足を兼ねて議論を深めていきたいなと思うんですけれども、１点は昨年度の図書館協議会

の中で図書館条例を改正して、龍華図書館の管理・運営体制についてはさまざまな厳しい

御指摘等々をいただいてきたと思ってます。その中で、委員の中からも実際にどういう形

の運営になるか、実際には今の状況として指定管理者による図書館運営を進めていくわけ

ですけれども、民間が参入して図書館を運営するということで、非常にサービス内容が公

的な直営でやってるところと格差が出てきては困るのではないかであったり、サービスの

質が低下するのではないかといういろいろな危惧するような御意見をいただいていたかな

と思ってます。その中で、やはり新しくできる図書館がしっかり既存の直営でやってる図

書館と同様のサービス、またそれ以上のサービスが行われていくのかどうかというところ

も点検していく必要があるのではないかというあたりの意見が、昨年の１０月、１２月の

協議会でいただいていたと思っています。 

 本日の議論で御検討いただきたいのは、そういった新しく進められる龍華図書館の運営

について、昨年もいただいていた意見の中でどういうふうな形で図書館協議会としてその

運営を見守っていくのかというところの考え方、今池田委員さんがおっしゃったように全

体で、指定管理者で運営する団体や図書館協議会それと市といったものが総合的に集まっ

て議論する場も必要かなと、そういった御提案もいただいたところですけれども、今日は

一つの答えを導くというわけでは当然ないです。今後、市としても初めての取り組みとな

る指定管理者による図書館運営に対して、皆さんが日常慣れていただいている山本・志紀・

八尾の図書館サービスとの差であったりとか違いであったりとか、運営のやり方といった

ところをどう図書館協議会として見守っていくのかというその辺の考えを皆さんにお出し

いただきまして、それに基づき事務方のほうでどういった手法が、その中で最も良いやり

方なのかというところを吟味させていただきながら、来年の８月以降の図書館が運営され

た後に、その評価・点検、そういったやり方を試行しながら進めていけたらなと思ってお

りますので、そういったところで今日は具体的にどういうやり方をするというわけではな

いのですけども、協議会としてどう龍華図書館の運営を見守っていくのかという、その辺

の御意見をいただけたらなと思っております。 

○松井会長  ありがとうございます。池田委員は、今の答弁に対しては何か。何でも感

じられたこととかあれば。 

○池田委員 すみません、よくわからなかったんですけど。実際そこに行って、サービス

というのはもともとを知らないと使えないというところがあるかと思うのですけれども、
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ただどういう状況というか、モニタリングというのはよくしていくためにするわけですよ

ね。じゃあ、その現状の把握というのは、こうやって資料に出てくるだけではやっぱり計

れないところがあると思うんですよね。例えば、現場で一番利用者の方と接してらっしゃ

る司書さんだとか、そういう方の意見ももちろん大事だと思いますし、市民の代表として

という言い方はあれですけれども、協議会として関わるというのも一つだと思います。で

も、それが同じテーブルで議論して、そこの中で一緒に考えていくというスタンスのほう

がいいのではないのかなと思うのです。 

○松井会長  ありがとうございます。そういう集まって話し合える場というのが必要で

はないかという御意見いただきましたが、他の方も御意見、すみません、じゃあ、北田委

員お願いします。 

○北田委員  すみません、２点ほどお聞きしたいのですが、まず指定管理者の入札はも

う済んだのか、募集してるのかその点を１つ。それと、もう１点は、今ありました月に１

度この委員が見にいくと、それもいいアイデアかなと思うんですよね。例えば、今話をし

てました司書の方に聞くとか、それやったらいいことばっかりしか言わないと思うんです

よ。やはり、覆面じゃないけどそれで行って、我々の目で確かめていくと、これがいいん

じゃないかと。ということは、今おっしゃってました指定管理者というのは、これは図書

館で初めてなんですよね。我々でもどうなるかわからないということで、できたら皆様で

月１回ぐらい見ていただいてどういう状況かと、それがいいんじゃないかと。それで、今

お聞きした話の中で、龍華図書館の方もここへ来てくれるわけですよね、そういうことで

すよね。そこで、もし何かあればこちらが言えると、こういうことですね。後で、また答

えをください。 

 以上でございます。 

○松井会長  ありがとうございます。他の方は御意見ございませんでしょうか。いかが

ですか。 

 どうぞ、いいですよ。 

○池田委員  すみません、何度も。ちょっと先ほどの話とはずれるんですけれども、事

業報告書なんですけど、どういう形で出るんですか。この市内の安中新田の植田邸の指定

管理者が出してる報告書なんですけど、他の指定管理が入られてる図書館のことがちょっ

とわからないのでお聞きしたいのですけれども、こういった立派なものを毎年出される感

じでしょうか。他の図書館を御存じの先生方からお聞きしたいなと思うのですけれども。

結構これを見てると、仕様書に書かれているその事業というのがもちろんあって、提案業

務があったりとか自主事業も全部もう、あと施設利用者の傾向だとか内訳とかというのも

毎年一応、ここには３年分あるんですけれども、こういうのを出されているんですけれど

も、図書館に関してもこういうものが事業報告書として公表されるものなのでしょうか。 

○松井会長  どうしましょう。他の自治体の例を伺うほうがよろしいですか。 

○池田委員  はい。 

○松井会長  それでは、どうしましょう、市とか府のほうでそういう委託業者とかの報

告書の事例がありましたら、ちょっとお話しいただければ。 

○大久保委員  きっちり調べて見てるわけではないのですが、例えば千代田区立千代田

図書館とかはこういう事業報告書というのは非常にしっかりしたものを出して、ホームペ



－8－ 

ージ上で公開をしておりますね。それも一律ではなくて、それぞれではないでしょうか。

ある年度まではすごいきっちり出てたけど、最近のは出てないねというような市もありま

したし、そこはそれぞれの自治体でそれぞれということではないのかとは思いますが、す

みません、これぐらいしかわからないです。 

○池田委員  すごく立派にできてるので、こういうのがあれば安心だなと思ったんです。 

○松井会長  むしろ八尾のほうで市の基本指針に基づいた報告書みたいなものがあれば、

その現状がどうなっているのかというのを説明いただいてもいいかなと思うのですが。他

の図書館以外の指定管理者制度を導入している施設があるのであれば、そこからどういう

報告書の具体例があるのか。 

○西村館長補佐  今、池田委員さんがお手元に持たれているのは、図書館から行政資料

として貸出をさせてもらってるものだと思うのですけれども、こちらのほうで当然事業報

告を議会にも出しますので、その内容についての部分というのがお手元のそういう冊子と

いう形で出させてもらってるのですけれども、報告資料として当然出ますので事業報告は、

今つくっているわけではないですからそういう形になるかどうかはわかりませんが、資料

についてはそういった形で出すことにはなると考えられます。 

○池田委員  市民にも公開できるというような感じで。 

○西村館長補佐  そうですね、公開資料という形で出させていただくことになっていま

す。 

○南館長  すみません、ちょっと補足をさせていただきますと、八尾市では市全体的に

指定管理者を導入している施設については、西村が言ったように、毎年議会報告をするの

ですけれども、池田委員さんがおっしゃるのはどういう内容のものであるのかというとこ

ろだと思われますので、内容をざくっといいますと、その指定管理者が行っている施設の

事業概要としてどういった自主事業を展開してきたのかという具体的な客観的な数字、事

例としてスポーツ施設を例に挙げますと、いろんな教室を開催した日程であったり参加し

た方々、そういったことの状況報告であったり、それと実際の利用料金の収入状況、それ

と使った管理運営経費の状況であったり、そういう客観的な事実関係の報告と収支報告と

いったものがあります。 

 また、もう一点、指定管理者のモニタリングレポートという形での報告をさせていただ

いておりまして、それが実際に行政のほうから適切な施設管理の運営ができているのかど

うか。サービスの質の評価として、利用者のアンケートの結果の状況であったり、そうい

った利用者の窓口での意見を吸い上げた内容、それとサービス提供の継続性、安定性の評

価がどうであったかという評価をＡ・Ｂ・Ｃランキングしたりとか、そういった総合的な

評価であったり、そういった形で事業報告とモニタリングレポートという形で、事業報告

についてはそれぞれの施設ごとによってボリュームが変わって、多いところでは十数ペー

ジ、普通は１０ページくらいのボリュームになっております。モニタリングレポートにつ

いても２、３ページくらいのものということになっておりまして、これも八尾市の指定管

理者制度のところのホームページを見ていただきますと、モニタリングということで実際

にやっている温泉施設、スポーツ施設、福祉施設、全体的な内容が見られるようになって

おりますので、また一度御覧いただけたらと思います。 

 それと、図書館協議会は今回の指定管理者の龍華図書館におきましても、市としての基
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本的なフォーマットルールがございますので、他の施設同様の内容での報告になるかなと

思ってます。 

 あと、冒頭に北田委員さんのほうから、募集状況についてお話もいただいておりました

ので、それも今説明をさせていただこうと思います。 

 指定管理者については入札という金額設定じゃなくて、事業提案をいただきながらプロ

ポーザル方式で事業者を選定する予定をしておりまして、この９月２日から１０月３０日

までの期間に募集を行っております。事業者のほうからの提案を受付しているところでご

ざいまして、今後、別の選定委員会の中で具体的に提案内容を審査し、決定し、そして来

年の３月に議会へ提案させていただいて、議会のほうで指定管理者の議決をいただきまし

て本契約のほうに入っていくという状況になっております。 

○松井会長  以上でよろしいですか、池田委員のほうは。 

○池田委員  はい、ありがとうございます。 

○松井会長  そうしましたら、議題をもとに戻していきますが、協議会としてこういう

龍華図書館の運営に対する評価をどのように行うか、どのように関わるかということで、

他にも何か委員の皆様からこういう評価あるいはこういうやり方はどうかという、もし御

意見なり御提案なりがあればお出しいただければと思うのですが。いかがでしょう。 

 なかなか議論がしづらいというか意見も出しづらいテーマかなというふうには確かに思

うんですね。協議会として何らかの形で点検なり評価なりに関与したいということは、多

分、皆さんにそういう希望はおありだと思います。監視したいというふうなところですね。

ただ、具体的にどうすれば監視できるのか、どういうふうにすれば点検・評価に関われる

のかというのはなかなか具体的なイメージを持ちづらいと思いますから、例えば委員の中

のどなたか代表が出てきて月に１回くらい龍華図書館に足を運ぶとか、あるいは池田委員

がおっしゃったような、何か集まる場を設定して、そこで龍華図書館の職員に対して質問

したりしていくとか、そういうふうなに方法はあると思うのですが、どの方法が適切かと

いうのはなかなか判断しづらいですよね。市が実際に行おうとしているモニタリングレポ

ートあるいは利用者アンケートとか、あるいは業者のほうからの報告書というのが具体的

にまだ何もそういうものがない状態で、じゃあ、これに対して、例えばこの辺の評価がち

ょっと不足してるのではないかとかいうところが、やっぱりまだ今の段階では見えづらい

です。多分、この状態でいきますと、直接的な評価にはなりづらいと思うんですね。市の

ほうからのアンケートなり、あるいは業者からの報告というのはこちらから見ると、直接

のサービスを見てというよりは資料を間接的に拝見しての評価というふうになりますから、

そういう点では直接サービスを見ての評価にはなりづらいというのが、多分池田委員の御

心配されているところだと思います。ですから、直接的な評価の仕方を考えていくのか、

あるいはそういう資料に基づく間接的な評価を行うのか、あるいは指定管理の業者からの

意見聴取というか。例えば、大阪市さんは事業委託ではあるけれども、業者との場を設定

して、その業者と図書館側が話し合うような、そんな場があるんですよね。そういうふう

な席に、例えば図書館協議会の代表者のメンバーが同席させていただくとか、そういうふ

うな考え方もできるかもしれません。本当にいろいろ皆さんの中にあるイメージを多分統

一するのが難しい状況かなと思いますので、すぐに結論は多分出しづらいのだろうと思い

ます。 
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 したがって、検討内容まで今日足を踏み込んで議論できるかというと、ちょっとその辺

がおぼつかない状況かなと思います。すみませんが、吉川委員と大久保委員がいらっしゃ

いますので、大阪府とか大阪市で例えばこういう評価のやり方について、うちではこうい

うふうにやってるとか、そういうふうな具体的なやり方の参考例がありましたら、すみま

せんが、それを教えていただきたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○吉川委員  大阪府立の図書館は、大阪府の他の幾つかのメニューも合わさっての大阪

版市場化テストという大きな枠組みの中での業務の委託となっています。ですので、この

枠組みの中でモニタリングをやるということで、大体共通の項目で業者サービスがどうだ

とか、業者の創意工夫がどうだとかいうような府の職員の研修であったり、あるいは税務

の関係だったりいろんなメニューがあるんですけれども、割と共通のそういう項目でモニ

タリングを半年に１回やっています。そこには業者さんの自己評価と、それから私の場合

ですと図書館側の評価と両方が○とか△とかという形で入りまして、それに対してのコメ

ントもついてきます。これも大阪府のホームページに載っておりますので見ていただけれ

ばと思います。 

○松井会長  モニタリングの項目があらかじめ設定されていて、それに対してその都度

半年ごとに評価をしていくという感じですね。 

○吉川委員  はい、そうですね。 

○松井会長  ありがとうございます。 

○大久保委員  大阪市は窓口業務の委託ですので、窓口にかかわる貸出、返却、督促と

いった、非常にきっちり業務として整理ができておりますので、まず図書館と業者さんの

関係でいいますと、業務日報ということで今日はこういうことがあったという報告を毎日

もらっています。そして、月に１回、月報という形でそれぞれ貸出、返却、予約状況とか

が順調に進んでますとか、この予約についてはこういうトラブルがありましたというよう

な、業務改善はこんなふうにやりましたなど、月報を業者さんから出してもらって、それ

を今度は中央図書館で業者の責任者クラスと中央図書館の担当の者が一緒にその月報を見

て意見交換をする。さらに、評価会議ということで、登録だったら個人登録、団体登録、

更新手続とかといって、業務をできるだけわかりやすく整理をして、それごとに評価をし

ています。きっちりできていますというのは３で、さらにそこから工夫がされていました

というのが４というように、今日も実は午前中その評価会議だったんですが、府立さんと

同じように業者の自己評価と図書館の評価を合わせて、大体はこういう大きなミスがあっ

たので今回は２ですねとか、こういう工夫があったから今回は４ですねとかいうのはほぼ

一致はしているんですけれども、それぞれの観点が違って意見が違うところもあり、再度

集まって確認をしています。委託業務が３年間ですので、１年目は四半期ごと、２年目、

３年目は半年ごとにやるという形でやっています。 

 大阪市の場合は業務委託ですのでモニタリングということではなくて、確かにこういう

ミスがありましたとかいう報告をきっちり受けて、図書館としてはこんなふうに考えてい

ますよと意見交換をして、さらに業務改善をするために評価をしているというのが、この

間の考え方です。 

 大阪府さんは外部の委員さんがいらっしゃいますよね。 

○吉川委員  はい。 
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○大久保委員  でも大阪市の場合は、あくまで図書館と業者とのそれぞれの評価という

ことでやってます。 

○松井会長  ありがとうございました。非常に具体的な事例が伺えて参考になったかと

思いますが、もし、よろしければ他の委員の方で、他にもこういう事例があるよとか、あ

るいは私はこういうふうに思いますがということがあれば改めてお出しいただければと思

いますが、いかがでしょうか。 

○村瀬副会長  大阪市の大久保委員に伺ってもよろしいですか。 

○大久保委員  はい。 

○村瀬副会長  非常に感動して伺っておりましたが、モニタリングで抜け落ちることは

何かお感じになりませんか。つまり、もうちょっとソフトなところでモニタリングという

形式では抜け落ちてしまうようなことはないのかなと。というのは、やっぱり、私たちこ

の委員が直接龍華図書館にかかわっていくことはなかなか難しいところもあると思います

ので、そういうときに、やはりこのモニタリングが大きな意味を持つような気がするんで

す。モニタリングが形式的に流れて何名入館した云々というだけでなくて、もうちょっと

ソフトなものが入ってくるといいと思うのですが、大阪市の場合はそのような感じで思っ

て伺っておりましたが、その辺はいかがでしょうか、ソフト的な面は。非常に具体的な人

間関係とかそういうことも含めて円滑にいってるかどうかとか、そういうこともモニタリ

ングでいけますでしょうか。 

○大久保委員  指定管理の場合は、本部職員というのは基本的にはいない状態ですよね。

大阪市の場合は、本務職員が地域図書館の場合は２名、委託業者が１館に大体５、６人、

多いところで１０名いて、常にそういう意味では顔の見える関係にありますので、その業

務も例えば調査相談にかかわる部分は本務職員に引き継ぐ、また窓口業務の貸出、返却を

してる中でこんな本ありますかって、こんな分野の本を探してるんですけどと言われたら、

本務職員に引き継いでいきます。そういう顔の見える関係の中での評価になっております。

ただ、例えば引き継ぎをどの範囲までやるかとか、約束だけではおさまらない部分は確か

にございますので、それぞれの館が日々解決しつつ、問題になれば、今度は中央に上がっ

てくるという感じですね。よろしいでしょうか。お答えになってますでしょうか。 

○村瀬副会長  はい、ありがとうございます。私の発言の基本は、やっぱり、この龍華

図書館のモニタリングをいかに充実させることのほうが大事なような気がして伺ってみま

した。 

○松井会長  ありがとうございました。モニタリングをいかに充実させるかという非常

に重要な御指摘をいただいたと思いますが、その前の御発言の中に、モニタリングでは形

式化をしてしまうおそれはないかという御指摘もいただいたと思います。その点について

は、すみません、大阪府の吉川委員は、例えば市場化テストのモニタリングのところで、

形式的にどうしても流れてしまうとかいう面は感じたりなさっておられませんでしょうか。 

○吉川委員  やはり、ホームページにも出すようなきっちりした文章といいますか、書

式を整えてお互いに書いていくものですので、そういう意味では美しくなる、そうせざる

を得ないところはあると思いますけれども、それをまとめていく過程で、例えば先ほど大

阪市でもおっしゃってましたけれども、図書館側は例えば△の評価だと思うけれども業者

さんが○であったら、そこの認識の違いをどう埋めていくのかなというのは、資料が出る
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までの間の話し合いというのも変ですけれども両者の意識のすり合わせで、結局その違い

というのは目指すところの違いになるのかなという気もしますので、出る前の意識の共有

が大事なのかなという気がします。 

○松井会長  すみませんが、さっきの質問とはまた別になるかもしれませんが、モニタ

リングの評価項目というのは一定のものがあるわけですね。それに対して評価をしていく

と、例えばその評価項目にない面というのは抜け落ちるとかいうことはないのでしょうか。 

○吉川委員  かなり記述が自由記述といいましょうか、定型的な項目が１行あって、そ

れに対して○、△ではなくて、かなり記述が自由にできる部分がありますので、そこで大

分変わると思います。 

○松井会長  だから、いつもいつも同じような評価ばっかりしか出てこないとかいうこ

とではないんですね。 

○吉川委員  記述は随分変わります。統計値も出しますけれども、実際に何をどんなふ

うにしていただいたかというのを、あまり具体的に書いていると切りがないのですけれど

も、その半年、半年で変えることで業者さん側の努力も見えることはあるのかなと思いま

す。 

○松井会長  なるほど、ありがとうございます。 

 他の委員の方の御意見、御質問何でも結構ですので、お願いしたいと思いますが。 

○井上委員  今日の議論のテーマになってます、協議会としての点検・評価の有無とい

うことですけれども、どういう運営をされるかということをやはり見ないことには、これ

は評価も点検もできませんので、まだ先のことになりますけれども龍華図書館が開館して

から、例えば図書館協議会で龍華図書館の会場を借りていただく、そのときに協議会があ

る前に見学を全員の委員さんに見ていっていただくということで、一定の同じ認識の上に

立ってやれるということになると思いますので、まずどういう運営をしているかというこ

とを見ずに、机上での評価というのはちょっと点検・評価もできないと思いますので、そ

の点はまたオープン以後のことになりますが、そういう場を設けていただきたいというこ

とと、それから北田委員さんが先ほどおっしゃってましたけども、やっぱり委員の代表が

月１回ぐらいは点検するというようなことも大事かと思いますが、基本的に最初に委員の

皆さんが現場を見てということになるかと思います。もちろんそれまでにいろんなことを

考えていかなければならないわけですけれども。 

 それと、我々のほうにも決まった後で結構ですが、指定管理を導入するときの市側の条

件であるとかそういうものはオープンにしてくださる予定はありますでしょうか。非公開

になるか、その辺をちょっとお聞きしたいと思います。 

○西村館長補佐  指定管理者の選定でございますけれども、先ほど館長のほうからも説

明をさせていただきましたとおり、今現在、選定過程でございます。当協議会にお示しで

きるタイミングということで井上委員さんのお話だと思いますけれども、３月の市議会の

定例会の議案として提出されますので、そのタイミングでは一定のお示しができるのかな

と考えております。当然議決が必要になりますので、その辺は議決をもって最終決定にな

りますが、その時点では一定のお示しができるかと考えております。 

○松井会長  よろしいですか。他の委員さん、いかがでしょうか。 

○新居委員  私も、今、井上委員がおっしゃられたように、まだ指定管理もどこにいく
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かも何も決まってないのに、先もってこういう協議をするというのはちょっと難しいのじ

ゃないかなと思います。はっきり決まって、またそこがどれだけのサービスをしてくれは

るか、そういうことがわかってきた時点で同じような机についてするのだったらいいけど

も、前もって私はちょっとわかりかねます。 

○松井会長  ありがとうございます。他の方はよろしいでしょうか。 

 そうしましたら、具体的には、実際に龍華図書館が開館した後のサービスの実施を見て

から議論したいというふうな御意見かと思います。どういうふうな手法をとるにせよ、開

館以降のサービスをまずは見てからというふうなことになるかと思います。事業報告とい

うのは、これは１年単位の事業報告ですよね。ですから、開館１年経たないと出てこない

のが事業報告ですね。それ以外にモニタリングによる、これはチェックシートによるモニ

タリングのペーパーの形で出てくるものですか。これが毎月から四半期、１カ月から３カ

月後ぐらいに出てくるという感じなのですかね。一番早いモニタリングの報告というのは。 

○西村館長補佐  モニタリングにつきましても、チェックシートにつきましても、その

評価の部分につきましては事業報告のところに載せ合わせて提出になります。よろしくお

願いいたします。 

○南館長  すみません、ちょっと説明不足ですみません。モニタリングとか事業報告と

いうのは、前年度の評価・結果が示されることになりますので、２７年の８月から龍華図

書館がオープンしたとして、その３月の段階でモニタリングのもの、評価結果が示される

ということではなくて、簡単に言いますと、先ほど西村が言ったように議会の報告という

ことがあったと思うんですけども、議会のほうには９月議会にモニタリングの結果を報告

することになっております。９月議会に報告する内容というのは、前年度の１年間で指定

管理者として運営されてきたことが、市の全体的なルールの中で事業報告とモニタリング

の報告内容を調整しながら示すと。今日の資料にありますように、指定管理者は毎年度終

了後６０日以内、つまり２カ月間を報告書とかもろもろの決算等の資料作成に費やした後

に市として調整作業を行いますので、どうしても６月の議会に報告するには間に合わない

ということになり、結果的に９月の議会に報告するとなれば９月の議会が終わってからの

オープンになりますので、実際に皆さんが見ていただくにおいては、前年度１年以上たっ

てからということにもなりかねません。よって、こういった市としてのきちんとした事業

報告書とかモニタリングの内容とか、そういったものを見た上でどう判断していくかとい

う議論をしていくと、恐らく時系列的には遅過ぎるかなと思います。ですから、先ほど何

度か委員がおっしゃったように、実際にサービスを提供している状況を見ながら、直営で

やっているところとの肌で感じたところの違いであったりとか、やってるサービスメニュ

ーの違いとか、そういったものを協議会として自由な意見の中で議論、当然最初のほうに

北田委員さんがおっしゃったように、図書館協議会の中に指定管理者の館長も出席する場

合であれば、我々の各山本・志紀の館長も同様に議論の中でそれぞれの館の意見を聞いて

いただけたらなというふうには思います。 

○松井会長  ありがとうございました。今の御説明で、結局モニタリングの結果も１年

たって出てくる事業報告書の中に含まれた形で出てくるということなんですね。はい、わ

かりました。 

 それでは、事業報告が提出されるのを待っての評価というよりは、開館して順次評価で
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きるところは評価、あるいは点検するところは点検するという作業ができるような体制を

整えていくというふうになるかと思います。そうしましたら、今回はなかなか具体的な手

法の検討まではちょっと行きづらいとは思いますので、また次回の協議会で、あるいは、

龍華図書館が開館するまでに協議会というのはあと何回くらい開催できるんですか。 

○西村館長補佐  少なくとも今年度中にまず３月ごろに、また日程は最終に確認をさせ

ていただきますが３月くらいに１回ですね。あと、年度の当初、６月ないし７月に毎年や

っておりますので、そう考えますと、龍華図書館オープンまでには２回という形になりま

すね。 

○松井会長  はい。ということは、次回の３月、３月ではちょっとまだ早いかもしれな

いですが、次回の協議会で少し体制の相談をさせていただいて、６月の開館直前の協議会

かと思いますが、そこでもう少し具体的な体制を確立するような方向に持っていければい

いのかなというふうに思います。そんな形で今後進めさせていただくというふうな、とり

あえずの状況で置いていても大丈夫でしょうか。皆さんのほうで何か。 

○北田委員  ３月に議会で指定管理者が決まるということで、それ以降にしてもらった

らいいのではないかと。だったら、大分わかってきますわな、そこの会社の状況も全部、

先生なりがみんなおるんだから、いいと思うよ。それ以降にしてもらったら私はいいなと、

こういう私の意見ですけどね。 

○松井会長  ということですので、３月に業者が確定した後、具体的に相談させていた

だくという御意見ですが。となると、６月くらいの協議会ですかね。 

○北田委員  いや、３月のいつかわからない。 

○松井会長  ３月の時期にもよるということですね。 

○北田委員  １０日だったら２０日にできるだろうし。それは、事務局とかが考える話

だから。だから、議会がいつなのか我々はわからないし、そうでしょう。だから、３月の

初めぐらいだったら無理してもできるなと思います。 

○南館長  若干教えていただきたいんですけれども、こちらが質問するのもおかしな話

なんですけれども、事業者さんが決まってからでないと評価の仕方が決まらないというの

は、どういった観点で事業者さんが決まらないと議論ができないのかというところをちょ

っと、ヒントをいただけたらなと思います。 

○北田委員  私の考えですよ、やっぱり業者さんというのはいろいろ個性もくせもある

わけですね。例えば、業者さんのいろいろ私が話を聞いてるところによりますと、やはり

業者さんによってやり方とか、みんな違うと思うんですね。そういうことがあるので、そ

れが決まってからのほうが皆さん評価がしやすいのではないかなということで、私はそう

いうふうに言ったわけですわ。そういう意味で言ってるんですよ。だから、当然今言って

る意見は守っていただけるというふうには思っておりますけども、そういうことで私は言

わせていただきました。 

 以上です。 

○井上委員  それと、プロポーザルで決められるということでしたので、決定した業者

の提案書というのがオープンになるのでしたら、その提案書を見てどういう評価をするか

ということで、何もない段階でやっぱり評価とか点検はできないと思うんですよ。だから、

そういう観点からいっても、北田委員さんがおっしゃったような方向で、３月議会の定例
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会が２０日過ぎぐらいに終わるのでしょうか。時間も４月までわずかしかないですけれど

も、３月議会が終わって議決が終わった後でやっていただいたら一番検討しやすいのでは

ないかというふうに私も思います。 

○松井会長  そうしましたら、具体的に業者が確定してから実際の評価の内容なりを検

討するというふうなことでいきたいと思いますが、よろしいですか。 

 そうしましたら、少し先送りさせていただくということになるかと思います。 

 その次の４館体制のサービスチェックについては、これは先ほどの説明とはまた別の説

明をいただけるわけですね。 

○西村館長補佐  簡単にさせていただきます。 

○松井会長  じゃあ、お願いします。 

○西村館長補佐  それでは、図書館４館体制のサービスチェックということで、簡単に

説明だけさせていただきます。今のモニタリングのところで委員の皆様の御意見を聞いて

おりますと、龍華図書館の事業者が決定してからという御意見もあった中で説明させてい

ただくのもあれなんですが、簡単にさせていただきます。 

 八尾市第２次図書館サービス計画におきまして、絶え間ない図書館運営の向上を図る仕

組みづくりを掲げ、図書館サービスの向上に現在努めているところでありますが、現状に

おいて、実績などの議会報告を行っておりますとともに、統計資料等につきましても図書

館協議会においてお示しをさせていただいているところでございます。 

 議論のテーマとしてお示しをいたしておりますが、龍華図書館が開館した後の４館体制、

龍華図書館と既存３館のサービス状況の水準の確認など、図書館ごとに特色あるサービス

の運営がなされているか等を、図書館全体での利用者サービス向上につなげるための方策

を委員の皆様に御意見をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○松井会長  ありがとうございました。龍華図書館が開館して４館体制に移行した後の

サービス体制あるいはサービス状況を点検する、評価するという、先ほどのモニタリング

とも関連するような内容かと思いますが、これについてどのような内容のチェックを行う

か。チェックの仕組みとそれから検証の視点というふうに議論のテーマのところに書いて

あるかと思いますが、これについて皆様からの御意見を頂戴したいということでいかがで

しょうか。何かまずは質問があればお受けしたいと思います。もし、御質問がないようで

したら御意見を自由に出していただければと思います。 

 ちょっと私のほうから質問をさせていただいてもよろしいですか。この４館体制の評

価・検証というのは、基本的な趣旨というか目的というのはさっきもとりあえず説明はい

ただいたと思うのですが、例えば極端に言うと、龍華図書館が指定管理でそれ以外の３館

が直営でというふうな運営体制の違いがありますけれども、最終的に例えば指定管理がい

いんだとか、あるいは直営のほうがいいんだとか、そういうふうなどっちがいいかという

のを明確にするためのチェックではないというふうに考えておいてよろしいのですか。 

○南館長  今、会長がおっしゃったように、どちらが丸、どちらがバツ、三角というこ

とを決めるのではなくて、昨年度、議論する中で指定管理者を入れる一つの理由といたし

ましては、龍華図書館の運営で民間を入れるということで、公と民がお互いのいいところ

が存在することによって、一つは相乗効果が期待できるものがあるのではないかという議

論もあったかと思っています。そういったことを含めまして、龍華図書館がオープンする
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ことによって既存の図書館にどのように龍華図書館の運営のやり方のよいところを、逆に

言うと直営の図書館が取り入れていくべきではないのかとか、また直営でやっているとこ

ろのよいところを実際に民のところでも参考にしながら発展させたらいいのではないかと

か、そういったさまざまな４館が、今まで３館だったのが新しく民間の運営による４館体

制になるということによって、この指定管理者制度を導入したことの効果。それともう一

点は、市の南西部地域において新しく龍華図書館がオープンするということで、八尾市民

全体に対する図書館サービスがどう変化してきているのかというところ。もっと極端な話

をさせていただきますと、今現在、後ほどまた報告させていただきますが移動図書館とい

うサービスを提供しておりますが、４館体制になることによって移動図書館がどのような

役割を担っていくべきであるのかとか、そういったテーマを今広く説明させていただいて、

今日具体的にどういった仕組みがあるのかとか、そういったところで具体的な評価、手法

のところの結論というのは当然難しいとは思うのですが、今後いろんな形の４館体制にな

ることによって、どういったことが議論、検討していかなければならないのかといったと

ころを含めて御意見をいただけたらなと思います。 

○松井会長  ありがとうございます。そういうふうな趣旨であれば、皆さんの御意見を

お伺いしたいなというふうに思うわけですが、いかがでしょうか。 

 池田委員、どうぞ。 

○池田委員  取り組みの①八尾市第２次図書館サービス計画の２つ目の■ですね。利用

者や市民へ情報を公開し、情報の共有化を図りますとなっているんですけど、今の現状と

いうのは、共有化というところでどういった情報の公開方法をされているんでしょうか、

例えば。 

○西村館長補佐  現在、情報公開ということで池田委員さんからの御質問ですけれども、

図書館協議会の会議録につきましては遅ればせながらなんですけれども、図書館のホーム

ページ上のほうで資料として公開をさせていただいております。当然協議会の資料等につ

きましては情報公開コーナーで閲覧は可能になっておりますし、情報公開制度にのっとっ

て、その辺を公開資料として出させていただいているような形になっております。 

 以上です。 

○池田委員  すみません、確かにホームページ上に議事録とかもあるのは存じているの

ですけれども、多分一般の利用者の方はなかなか見ないと思うんですよね。前に個人的に

もお願いしたことがあるのですけれども、意見箱を設置されています。意見箱に御意見が

あったときのフィードバックの仕方ですよね。どうされているのですかと聞いたところ、

館内でその情報というのを共有して、それを利用者の方に反映できるような形をとってい

るということで伺ったのですけれども、例えばスーパーとかでこういったことがあったと

いうのを意見箱に入れたときに、掲示板に店長とかからこういう対応をさせていただきま

したとかという返答があるじゃないですか。あれを見るとすごい対話をしてるという感じ

が利用者としては持てて、意見を聞いてくださってるんだという気持ちも出るし、もっと

かかわりたいという気持ちももちろん湧いてくるかと思うんですよね。そういったことが

できたらしていただきたいなと思いますし、そういった声が多分一番利用者の生の声だと

思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○南館長  図書館のほうには日々いろいろな、実際図書館にも投書意見箱があって、鍵
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付の傘立てを置いて欲しいというのを毎月いただいてたりとかいうこともありました。今、

池田委員さんがおっしゃったことについては、市全体で総合窓口のほうで市民からの意見

提案という制度があって、市全体的な提案・意見を対応しているところがあるんですけれ

ども、今おっしゃっていただいた意見についてすぐ図書館だけでできるかどうかというと

ころについては、市民からいただいた意見をどうフィードバックしていくかということを

取りまとめている部署がございますので、そことの兼ね合いが出てくるかなというふうに

は思います。おっしゃってるのは十分いい意見だと思いますが、市役所全体的に市民の意

見をどう反映して対応していくのかというところの原則的なところがあるので、そことの

整理をしてからでないと、する、しないという判断が難しいかなと思っています。 

○池田委員  もっと簡単な感じでできないのかなと思ったりもするんですけれども。す

みません、素人考えで。 

○南館長  その辺、役所的と感じられるところだとは思うのですが、やはりいろんな統

一的にある部署だけが率先してやるとなると他の部署にも影響するので、その辺は組織的

に整理をしていかないといけない部分かなと思います。 

○池田委員  ありがとうございます。例えば、この間アンケートをとられてましたよね。

ああいったものもいい取り組みだなと思ったのですけれども、やっぱり書いてくれる人と

いうのは限られていると思うんですよね。意見箱というのは、私の周りでもやっぱり入れ

る人もいます、実際。無記名ですし、やりやすい方法なのかなと思いますし、どうしても

アンケートの形をとると、本当に形式的な資料としてしか生かせないのかなという気がし

てますので、ぜひ本当に生の声というか、そういうのを吸い上げるような方法を検討して

いただきたいなと思います。 

○松井会長  そういう意見に対するフィードバックというのは結構いろいろなところで

やってるかなとは思うのですが、大阪府さんや大阪市さんでは直接の意見箱に対する回答

をどこかの掲示板みたいなところで貼り出すとかいうのは、そこまではなかったでしたっ

け。 

○大久保委員  やってます。 

○松井会長  やってます。 

○吉川委員  大阪府はやってません。意見箱は置いておりますけれども、直接それに対

する回答を館内に貼り出すことはやっていません。必要に応じてホームページで、御意見

に対する回答、それもそのままのストレートなものではなくて一般論といいましょうか、

共通で答えられるような形にしています。 

 もう一つ、府民の声という府庁全体で受けるシステムがありまして、それは大もとの捌

き所がありまして、そこから回ってくるのですけれども、回答レベルというのが設定され

てきまして、これは必ず回答とか、これは回答しなくてもいいというものが来ます。公表

する、公表しない、ホームページでも公表する、しない、直接本人に返すという幾つかの

バリエーションがあります。 

○松井会長  大阪市さんは、そういうふうに市全体への意見とかいうふうなところから

もやっぱりあるんですか。 

○大久保委員  あります。大阪市の場合は基本的には回答しなさいということですので、

その御意見に関しては個人に対しては返す。ただ、ホームページに載せるかどうかという
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のは大阪府さんと一緒で、一定の判断がされて載ったり、載らなかったり。図書館のホー

ムページの中にも御意見箱をつくってますので、そこでどんどん御意見がホームページと

御意見箱から入ってきて、いろんな御意見があるのですけれども、運営にかかわるもので

あったり、こういう使い方があるのだけれども御存じではなく、利便性の向上につながる

というような答えをさせていただく質問など、こちらで選ばせていただいて、それをホー

ムページで出して同時に掲示板に貼り出しています。 

○南館長  すみません、市のほうもホームページから直接市全体にそういう意見や質問

をするコーナーがあるので、そこでは回答を求める求めないは提案・意見を出される方の

自己判断で、回答を求める場合は回答を市から行います。回答を求めないというチェック

をしている方については、こちらでは意見としてお受けさせていただくということになっ

ていますし、回答を求めなくても相手先のアドレスや連絡先がわかるのであれば、あとは

それぞれの課の判断で返事なり何らかの情報を送ったりとかいう対応はさせていただいて

おります。ただ、いただいた質問を他の方が見れるように掲示するということになると、

やはり質問者の方々のプライバシーの問題等もあるかと思います。その辺は幾分慎重に判

断しなければと思っております。 

○松井会長  ありがとうございます。 

○池田委員  そういう個人的にその辺を返信するというのも一つだと思うのですけれど

も、それだと共有化にならないのかなと思ったりします。もちろん個人情報というのは載

せてはいけないと思うので、その辺を工夫次第では回答が出せるのかなと思うのですけど

も。 

○松井会長  そうしましたら、そういう情報の共有化についての御意見と、あとまだ他

にも何でも結構ですので、この４館体制に移行後のサービスのチェックについての御意見

ございませんでしょうか。 

○大久保委員  すみません、ちょっと教えていただきたいのですけれども、この現状と

いうところで、まず八尾市全体の事業評価というのがあるということですよね。それをも

とに教育委員会の点検・評価があって、図書館としては統計資料を図書館協議会で公表す

るという今の仕組みであるということでよろしいのでしょうか。 

 大阪市の場合も、大阪市全体の市の運営方針があって、それに教育委員会の運営方針が

あって、そこで本当にちょっとだけ生涯学習の中に図書館の運営方針というかアウトカム

の部分が出てるんですけれども、それとは別に図書館としてそれぞれの年度で、大阪市の

場合は知識創造型図書館を目指すということで調査相談にかかわる部分、子どもの読書に

かかわる部分、管理・運営にかかわる部分ということで大きく３つに分けて、その中もま

たさらに調査相談であれば調査相談件数であったり、データベースのアクセス数であった

りという事細かく目標を立てて、振り返りでどうなったかということをホームページで出

しているのですけれども、今回考えようという、改善に取り組む仕組みを導入しますとい

うのは、そういう図書館独自の評価の仕組みをつくっていきましょうということでよろし

いのでしょうか。 

○南館長  市全体的な評価の仕組みというのは当然ありますので、それに基づいて各セ

クションが評価をやっているわけですけれども、今大久保委員さんがおっしゃったように、

図書館独自で何らかのシステマティックな評価の仕組みをつくるということではなくて、
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今後４館体制になっていく中で、どういったところを協議会委員の方々として点検、御意

見をいただこうかと。それと、先程言ったように、館と民が両方とも相乗効果をどういう

ふうに発揮されてるのかというところの意見を今後出していっていただきたいというふう

には思ってますので。 

○松井会長  今のでよろしいですか、答弁は。 

○大久保委員  はい。 

○松井会長  他の方、いかがでしょうか。 

 なかなかこれも意見が出しづらいテーマだとは思うのですが、結局、龍華図書館だけを

評価するのではなくて、他の３館と龍華図書館を比較しながらここがいい、ここがちょっ

と不十分、具体的に言うとそういうふうな評価の仕方になっていくような気はするんです

ね。ただ、龍華図書館だけを見ていてなかなか評価はしづらい。既存の３館のサービス体

制なりサービスのあり方なりも検証しないと、なかなか４館体制全体としてのサービスの

評価にはならないと思うんですよね。その辺は具体的にどうすればそれが可能なのかとい

うふうに私は正直思うところなのですが、図書館側で例えばこういうふうにすれば４館体

制の評価が可能なのではないかみたいな、そういうイメージみたいなものはお持ちですか。 

○南館長  具体的な手法とか仕組みとかということではなくて、今は考え方をどう整理

していくかというところですね。当然、来年度、常にこの図書館協議会においては図書館

運営に対しての御意見、助言をいただいていくわけで、その辺においては当然評価という

観点が各委員さんのほうでお持ちの中で御意見をいただいていると思っています。今後、

この今日議論いただくというのは、先ほど松井会長がおっしゃったように、八尾市の図書

館サービス全体をどのように、今までの３館だけじゃなくて、何度も言いますけれども龍

華図書館の指定管理者による運営に入っていくと。今までのような直営でいる３館体制が

続いているわけではなくて、新たな図書館が入ってくるということで八尾市の図書館サー

ビス全体がどのように変化していっているのかというところはやはり見守っていく必要が

あるであろうと思っています。それの中で４館全体を見るにおいて、やはり龍華図書館と

いうことについては、過去、多々の議論をいただいてきたわけでありますので、龍華図書

館のあり方についても個別での点検、見守るというところの議論というのも当然必要にな

ってくるであろうと思っています。よって、個別でそれぞれが別物で扱っていくというわ

けではなくて、それぞれ２つのことを包括的に図書館全体がどうあるのかというところを、

来年度、検証していただきながら進めていくべきかというふうには思っております。 

○松井会長  ありがとうございます。そうですね、なかなか見えづらいところだとは思

います。 

 そうしますと、申し訳ありません、他の委員の皆様のほうで、今の答弁に関する質問で

も結構ですし、何か個別の御意見でも結構ですがございませんでしょうか。正直なところ、

私もこれはどうしたものかなというふうには頭の中を悩ませているところで。 

○浦上教育長  委員じゃないけど。 

○松井会長  別に構いません。 

○浦上教育長  今日、感想だけちょっと話をさせていただきたいのですけれども、これ

は後半の部分の議論のテーマの評価・検証の仕組みと、それから４館体制構築後の検証の

視点というのは非常に大きいものがあるかなと思うんです。今日は委員さん方にはいろん
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なアイデアとか考えとかを事務局のほうから吸い上げていきたいという気持ちがよくわか

るのですけれども、当然、次回指定管理者がはっきりして、そうしたらこの八尾市の４館

体制の運営にかかわることとか、検証にかかわっても何か見えてくるものがあるのかなと

思うねんね。そういうときに、やっぱり事務局のほうからある一定のたたきを提示するべ

きだと私は思ってます。たたきを提示する中で、これ以外にもこういう視点でやはり評価・

検証しないとあかんの違うかなとかいうのも当然あると思うし、実際に指定管理者を、や

ってるのを４館あちこち回られた中で、サービスの件でもこうじゃない、効率の面でもも

うちょっとじゃないとかね、いろんな御意見も出てくると思いますね。だから、今日は本

当に事務局側としたら吸い上げたい気持ちは毛頭じゃないけども、やっぱり出てこない。

当然、前にあるものがわからないような現状だから。やっぱり、私が今日思ったのは、３

月ないし４月ですか、次の協議会のほうで事務局側からある一定のたたき台の提示をさせ

ていただいて、その中で議論を交わしていくということを進めていく上では一番適当なの

じゃないかなというのが、正直な今日の感想でございます。特に１番目の議論のテーマの

点検・評価の有無とか書いてあるけれども、やっぱり各委員さん方が出しづらい、意見を

言いづらいといいますかね、そのような感じがしましたのでこれも含めて事務局の提示を、

私は次回に求めていきたいなと思いますけれども。事務局側のトップとしてこんなことを

言ったらあかんのやろうけども。私の意思ということで。やっぱり、たたきがないと話が

進みにくいのじゃないかなと思いますので。という意見です、私。すみません。 

○松井会長  ありがとうございました。教育長からいい提案をいただきましたけれども、

いかがでしょうか。 

○北田委員  すみません、ちょっと質問します。例えば４館体制になれば、今は図書館

の休みが月曜日ですね、全部統一ですから、ちょっと私もよくわからないので、違います

か。そういうふうに、例えば、違ったらやっぱりある程度、図書館がこっち開いてないか

らこっちに行くとか、そういうことができると思うんですよ。そういうことを考えていた

だいたらもっといいのではないかと、こういうふうに私は思います。 

 それといい話ですけど、７時になって、大分私のもとには喜んでいる人がおります。や

っぱり、サラリーマンは今まではできなかったということで、私のほうにも７時になって

よかったなという話が届いています。いいことも言っておかんとな。いや、本当に。我々

は言ってよかったなという、前出ましたよね。私は７時になったのはやっぱりよかったな

と。私にもあったように２，３人以外にももっと聞いてます。サラリーマンなんかは特に

帰りね。今までは６時ですやんか、そういう話を聞いてますので。だから、例えば休みも

順番にしていただくとかね、そういうサービスもいいのじゃないかと４館あればね。とい

うことで、私の意見ということでひとつよろしくお願いします。 

○松井会長  ありがとうございました。そうしましたら、先ほどの教育長からの助け船

を私のほうでも採用させていただければと思うのですが。また、次回にたたき台的なもの

がもし出していただけるのであれば、それをもとに少し議論を深めていくということで。

多分１と２は関連した内容になってくると思いますから、龍華図書館だけ切り離して評価

を考えるというよりは、４館体制の中の龍華図書館のあり方とかも通して議論するという

ことが必要になってくると思いますので、そういう点での何か一定のたたき台を示してい

ただいて、次回の議論につなげていきたいというふうに思いますが、それでよろしいです
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か。 

○南館長  はい。 

○松井会長  ありがとうございます。なかなか拙い進行で非常に申し訳ありませんが、

では、１のところの（１）は終了でよろしいのですが、（２）その他というのは何かあり

ますか。 

○西村館長補佐  特にございません。 

○松井会長  それでは、次の２の報告ですね。報告案件の（１）移動図書館ステーショ

ンの見直しということですが、こちらの事務局側の説明をお願いいたします。 

○筒係長  それでは、報告案件としまして（１）移動図書館のステーション見直しにつ

いて御報告申し上げます。 

 資料２のほうを、皆さん、御覧ください。よろしいでしょうか。 

 資料にございますとおり、現在八尾市内の２３カ所のステーションを移動図書館車が約

２週間に１回のペースで巡回しております。八尾・山本・志紀の既存の３館の御利用が、

地理的な要因で利用しにくい地域の方々を中心に御活用いただいているところでございま

すが、委員の皆様も御承知のとおり、平成２７年夏から龍華図書館が開館することに伴い

まして、これまで運行を行ってきたルート・ステーションの配置等の見直しを行うため、

現在図書館利用者の利用動向について把握、検討を進め、見直しについての検討を進めて

おります。現在、詳細の部分についてはまだ未定の部分がございますが、ステーションの

見直し、ルートの見直しがまとまりましたら、協議会におきまして御報告をさせていただ

きます。よろしくお願いいたします。 

○松井会長  ありがとうございました。ただいまの説明に対して、何か御質問等はござ

いませんでしょうか。 

○池田委員  龍華図書館が開館するに当たって、廃止になるステーションを確認したい

のですけれども。 

○南館長  龍華図書館がオープンしてどこを廃止するかというところについても、今の

ところ龍華図書館の圏域をどこまで利用圏域として考えるのかによっても影響してきます。

ですから、今のところ具体的にここを廃止することを決定しているということについては、

未確定という状況です。 

○松井会長  他はいかがですか。 

○新居委員  ちょっとステーションの見直しの件ではないのですけれども、移動図書館

で時間がちょっと何か、子どもが帰ってくるときにもう移動図書館が帰ってしまって借り

れないという状況があるらしいですので、その辺を一度把握していただいて、跡部公園の

ほうなんですけれども、学校から帰ってきたらもう帰ってしまっていないのでという話を

してはりましたので、ちょっと時間の点を調べておいてください。 

○池田委員  今委員がおっしゃったとおり、今日、実は亀井小学校のほうに朝行ってき

たんです、朝読の見学にですね。今日はミーティングまで一緒にいたのですけれども、や

はり同じことをおっしゃってまして、小学校の下校前にステーションに来てしまって帰っ

てしまっていると。幼稚園についても、近くの公立の幼稚園の子は来れるけれども、私立

の幼稚園のバスで巡回されて行ってる子どもたちは来れないと。私はこの数字だけ見て、

単純に龍華小学校の子はすごい借りてるんだなと、跡部のほうは極端に少ないなと思って
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たんですけど、借りられない状況があるというのを今日初めて知って、しかも、お母さん

方は前々からこれは思っていて、早く放課後とかの時間をもうちょっと考えてほしかった

というのを皆さんおっしゃってたんです。 

 もう一つは、他の小学校は小学校のところにステーションがあるのですけれども、ここ

は公園なので少しだけ離れているんですよね。できたら、やっぱり小学校のところに欲し

いなということもあわせておっしゃってました。やっぱり、一番の利用者というのは子ど

もなのかなと思いますので、生活時間に合ったステーションの時間帯をもうちょっと検討

していただきたいなと思いました。 

○松井会長  いかがでしょうか。 

○南館長  皆さんのこの２３カ所、実際に移動図書館が運行してるのが水・木・金・土

ということで、週４回の運行になっています。それで、それぞれのステーションに月２回

は行けるようにということでルートを選定しております。ただし、やはりこの交通状況の

中でこれだけの数を移動する、１日当たり３カ所ぐらい移動するわけですけれども、１カ

所に大体４０分から５０分ぐらいはおりますと、どうしても時間が限られてきます。子ど

もたちが下校して帰ってきてからとかいろんなそれぞれのニーズがあるわけですが、それ

ぞれのニーズに対してたった１台の車で満足させるということは、どこで妥協点を見出す

かということもあるかと思います。実際に、移動図書館は場合によっては、日によっては

午前中に移動図書館の中の本の入れ替えをしています。今日行くところのステーションの

要望であったり、お子様の多いところだったら子どもの本、高齢者の多いところだったら

高齢者の本ということで、２，０００から３，０００冊ぐらい積んでる本の何百冊の入れ

替えを午前中にやって、昼の１時から職員が行っているということの中で、限られた時間

の中で３カ所を回っているということがありますので、どうしても１時半というか２時過

ぎぐらいに１カ所を回ったら次の箇所に行くということがあるので、どこかはやはりそう

いったしわ寄せというのですかね、しわ寄せと言ったらあれですけど、ニーズに合ってい

ない時間帯に行っているところもあると思います。その辺は、今後ルートの見直しの中で

検討させていただけると思いますけれども、ただ全ての場所で職員は一生懸命限られた時

間の中で走っているわけなので、全てのニーズに対して満足をさせるというのは非常に難

しいというところだけは御理解ください。 

○池田委員  すみません、補足で。本当に職員の方々によくしていただいているなと思

っています。ちょっと余談にはなるのですけれども、実は今日のお話し会に入ったときに、

４年生の学年だったんですけれども、利用者カードをみんな持ってるって手を挙げてくれ

て、読書通帳も半数持ってるっておっしゃってました。６年生の教室も利用者カードをみ

んな持っていました。通帳はちょっと知らないという子が多かったんですけど、そういう

のを聞いたときに、もっとその子たちが利用できる時間帯に来てたら、もっと多分ここの

数字もふえているのではないかなとちょっと残念に思ったので、報告をさせていただきま

した。 

○松井会長  他に何か御質問等はございませんでしょうか。 

 すみません、ちょっとお伺いしたいのは、見直しによってステーションの数を必ずしも

減らそうというふうな方向ではないというふうに理解しておけばよろしいですか。 

○南館長  ステーションの数については、実際の利用動向と現況のステーションとステ
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ーションの間の距離感ですよね。数百メートルしか離れていないところだったら、どうい

うふうに集約していくのかとかいろんなやり方があるので、数が結果的にふえる、結果的

に減るという場合もあるかとは思いますが、ただ今運行している水・木・金・土の昼の時

間帯に、できるだけ長くそれぞれの利用者の動向・ニーズに合うようにステーション・ル

ートの見直しをしていきたいなと思っておりますので、数については結果的なことになる

かと思っています。 

○松井会長  はい、わかりました。あとは、だから、その地域館から遠いところの場所

をできるだけ回りたいと、そういうふうな考え方なんですね。それ以外にも例えば高齢者

の多い地域とか、あるいは小さい子どもさんが多くてなかなかお母さん方が地域館までは

足を伸ばせないというふうな、そういうところを重点的に回っていただけるのだろうとい

うふうに思います。特に高齢者は、足の悪い方などは図書館にはなかなか出向けないので、

そういう方々の声をできるだけ拾っていっていただければというふうに私個人は思います。 

○池田委員  すみません、今見直しということなので、提案というかお願いをしたいな

と思うのですけれども、例えばコミセンとかで分室を置くみたいなことも検討の余地がも

しあれば、そういうこともありがたいのかなと思ったりします。そうすれば、ニーズに合

わない時間帯に行ったとしても、そこに分室があればそこで借りたりということもできる

のかなと思ったりもしますが。 

○松井会長  移動図書館というよりは分室ですね。 

○池田委員  小ぢんまりした。 

○南館長  分室についても検討してなかったことではなくて、移動図書館の見直しの根

本的なところでコミセンのほうとも議論をさせていただいたのですが、できる、できない

というところの判断ではないのですけれども、ただコミセンに分室を置くとなると、それ

のための専用のスペースがコミセン機能から図書館機能に変わってしまうということでの、

本来のコミセン機能としての空間をどう確保していくかというところもありますし、また

分室を置くことになると、それのためのシステム構築であったりとか、本の物流をさせる

仕組み、また多大なコスト的なことがかなり出てきております。我々としてはコミセンの

分室の利用というのは、他市の自治体でも小学校の跡地であったりとか、コミセンの跡地

とかを活用しながら分室機能を広げているという事例も聞いておりますので、そういった

ことも一つの検討の材料としてテーマの一つとしては認識しております。 

○松井会長  それでは、他に特にないようでしたら、次の（２）に移りたいと思います

が、よろしいですか。 

 では、２つ目は新八尾図書館の利用状況についてということで、こちらの事務局の御説

明をお願いします。 

○佐古田係長  続きまして、新八尾図書館の利用状況につきまして御報告いたします。

資料３を御覧ください。 

 ４月３０日に新しい八尾図書館が開館いたしまして、前回の協議会でも速報値を御報告

させていただいておりましたが、約半年経過いたしまして数値的にも、貸出点数が前年度

の約１．８倍、利用者数も約２倍となっております。下半期に入りまして、今後いかにこ

の盛況な状況を維持できるかも目標の一つとなってまいりますので、引き続き多くの皆様

に御利用いただけますよう、利用者サービスに努めてまいります。よろしくお願いいたし
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ます。 

○松井会長  ありがとうございました。何か御質問等ございませんでしょうか。 

○大久保委員  質問というかお願いなんですけど、せっかく読書通帳で随分子どもたち

がたくさん来てくれてるということをお聞きしましたので、できれば年度の最後はそうな

るのでしょうけど、大人と子どもと分けて数値をいただければありがたかったかなと思い

ます。 

○北田委員  図書館には関係ないとは言えないのですが、駐輪場ですね。いつもいっぱ

いになっていて、整理をやってくれる人はいるんだけれども、あれは何とかならないです

か。ということは、前にも見たんだけど、２人、おじいさんとかがやってましたわ。あれ

はみんなかわいそうでね。確かにいっぱいになってますわ、もう置かれないんですわ。そ

れで、向こうにも置いているしね。何とかいい方法はないのかなと思いましてね。例えば

誰かが向こうへ持っていっておく、例えば市役所の横に持っていけと言う人がいるとか、

そういう関係をちょっとしていただけたらなと思いますので、その点はいかがなものでし

ょうかね。無理だったら無理でいいんだけども、整理してる人は２人おりましたけどちょ

っと気の毒なのでね、すみませんけど。 

○南館長  図書館を当初設計する段階で、もともとあった駐輪場の２倍ぐらいの面積を

確保しようかということで設計のほうをさせていただいたのですけれども、利用状況のよ

うに大変好評で利用客がふえてきているという、それと図書館利用者以外でも学習室で勉

強する学生が朝早くから来ているという状況があったりしているので、駐輪場についても

非常に多い状況であります。我々としても整備員を置いたりとか、何とか整備をするため

の体制を組んでいるわけですけれども、こればっかりはスペースを広げることは当然でき

ないことなので、周辺の市役所西館の裏手の駐輪場も図書館の利用者用ということで、庁

舎を管理している部署とも相談をしながら図書館利用者枠として確保しているのですけれ

ども、どうしても土日とか祝日とかは旧の図書館の駐輪場とかも活用して駐輪スペースを

広げているのですけれども、どうしても皆さん入り口に近いところに自転車を停めたがる

ということで、我々が整理するときにもう少し向こうに停めて、空いてるからといって誘

導しても、結果的には遠いからということで、ちょっとだけだからといって強引に自転車

を停めていかれる方も多々おられます。もちろんこの自転車の駐輪については、乗ってこ

られた方というのは心理的には入り口に近いところに停めたがるので、旧の図書館の駐輪

場ということで枠を御提供させていただいているのですけれども、そこにはなかなか停め

ていただいてないので、我々としても頭を悩ませているというところでございます。 

 それと、もう一点は、これも自転車で来ていただいた場合、八尾市は自転車の利用が多

い文化のところなので、自転車で来ていただくことは、健康のためとか自動車の抑制とい

うことで貢献されているのですけれども、できるだけ歩いて来れる方については歩いて来

て欲しいと思っています。 

○北田委員  事情はよくわかりました。例えば、整理する人を誰か雇ってもらうとか、

そういうように確かにこの間おられましたわ。そういう感じでできないものかなと。人の

問題ですからありますけどもね、それをやればもうちょっと向こうへ持っていったりでき

るのではないかというふうに。私が来たときは、やっぱり２人ほどが整理してましたわ、

おじいさんみたいな人と。シルバーを雇うとか、そういう関係はできないものでしょうか
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ね。人の問題もあると思いますので、ちょっとそれをお聞きしたいと思います。 

○西村館長補佐  今ちょうど来年度の予算の編成時期になっておりまして、現状のあふ

れかえっている駐輪場の整理ということで、今北田委員さんがお示しのとおりなんですけ

れども、図書館としましてもその辺で、特に繁忙時期についての部分での要望という形で

財政当局のほうには行っているところでございます。 

○北田委員  よくわかりました。すみませんが、ひとつよろしくお願いします。 

○松井会長  ありがとうございます。他の何か御質問とかはございませんか。 

 さっき大久保委員が指摘された成人と子どもとを分けて示して欲しいというような、こ

れは今はまだ手元ではわからないですか。 

○南館長  先ほど大久保委員さんが、子どもさんとの数ということで、今の統計で例え

ば児童書と一般書ということで切り分けが出せますので、次回の図書館協議会のときには

暫定値になりますけども児童書と一般書の利用、それと新規登録をやっぱり我々としては

増やしていきたいという思いもありましたので、新規登録の年代別であったりとか、そう

いったデータについてはできるだけ示させていただこうと思います。 

○松井会長  じゃあ、それはよろしくお願いします。 

 では、（２）について特にないようでしたら、次の（３）に移りたいと思います。 

 （３）は開館日時拡大後の利用状況についてということで、こちらは事務局のほうの説

明をお願いできますでしょうか。 

○佐古田係長  次に、開館日時拡大後の利用状況につきまして、御報告させていただき

ます。資料４を御覧ください。 

 ４月３０日以降、祝日開館と夜間開館の拡大を行っておりまして、まず、①祝日開館の

拡大に伴う利用状況、②土曜日の夜間開館についての利用状況、そして裏面③に各館の状

況につきまして記載をいたしております。祝日開館日につきましては、これまで土曜日、

日曜日と重なる祝日の開館を行っておりましたが、４月３０日以降は、全ての曜日の祝日

を開館し、月曜日が祝日の場合の火曜日も開館という形で行っております。５月から９月

までの祝日開館の状況について記載しておりますが、傾向としまして月曜日が祝日に当た

った場合の５月５日、７月２１日、９月１５日については幾分利用者が少なく、これは図

書館がこれまで月曜日休館であったということが、市民に定着していることが要因である

と考えられます。 

 また、従前の水・木・金曜日に加えて土曜日の夜間開館を拡大いたしましたが、土曜日

の夜間開館につきましては、夜間全体として利用者が増加しており成果としては上がって

いると分析しております。全夜間開館日のうち土曜日の夜間が占める割合で見ますと、約

２０％となっており、水・木・金・土と４日ですので２５％より少ないということで、や

はり利用者への周知に若干の課題があると、図書館としては考えております。 

 以上です。 

○松井会長  ありがとうございました。では、何か御質問等ございませんでしょうか。

先ほど北田委員さんから、夜間開館をしていただいて非常によくなったという御意見をい

ただいたと思いますが、そのことが具体的に示されていて非常によかったと思います。特

にありませんか。 

 ＰＲ不足のところがまだ多少あるということで、そのＰＲについてはどういうふうにさ
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れるお考えなのですか。夜間開館とかあるいは祝日開館のＰＲを徹底するというのはどう

いうふうな手段で。 

○西村館長補佐  この間、月曜日の休日の部分と土曜日の夜間開館の部分で、若干課題

があるということで説明のほうをさせていただいたのですけれども、当然市民への広報と

いう部分ではあるかなとは思うのですが、実際に現状を見ますと、やはり月曜日の祝日に

市民からの問い合わせを見ましても、今日はやってるんですかという問い合わせが非常に

多いような状況になっています。ですので、その辺を市民宛てに対して祝日の月曜日はや

ってるんだよという広報につきましては、当然、今後、改めて言うまでもなくですけれど

も、図書館のほうで広報をする中で出していく部分と、龍華図書館のほうも今後オープン

していく形になるんですけれども、あわせてその部分の広報も含めてしていく形になるで

しょうから、その辺も含め考えていきたいと思っております。 

○松井会長  ありがとうございました。では、（３）は以上でよろしいでしょうか。 

 では、（４）に移ります。八尾市図書館ボランティアの登録制度の試行実施ですね、個

人ボランティア登録制度の試行実施についてです。これは事務局のほうの御説明をお願い

いたします。 

○筒係長  それでは、（４）個人ボランティア登録制度の施行実施についての説明を申

し上げます。資料５のほうを御覧ください。 

 活動要綱等につきまして資料として添付いたしておりますが、この１０月から、こちら

の要綱に基づきまして、図書館ボランティアの登録を行っております。活動に際しまして、

まずボランティア保険に加入した後に活動いただくこととなっておりますので、図書館の

開館日の中でボランティアに登録された方が活動可能な日に活動をしていただくという形

をとっております。活動内容につきましては、登録の際に取扱要領にございます、活動内

容の希望のほうをお聞きし活動していただくことになります。 

 活動場所や謝礼等につきましては記載させていただいてるとおりでございますので、ま

た御覧になっておいてください。よろしくお願いいたします。 

○松井会長  ありがとうございます。では、何か御質問・御意見等ございましたらお願

いします。 

○北田委員  ボランティアですが、今、登録は何人ぐらいになってますか。私もちょっ

とこれは知りませんでしたので、えらいすみません。ひとつよろしくお願いします。 

○筒係長  本日１１月１２日現在で、８名の方から御応募をいただいております。 

○池田委員  質問なんですけれども、ボランティアの活動取扱要領のところで、登録期

間が登録した年度を含めて３年を限度として更新することができるということは、３年が

限度なのでしょうか。３年までは毎年更新できるという形なのでしょうか。 

○南館長  一定期間をいただいているのは、実際にその方の活動が登録はしているけれ

ども、こちらからのお願いに対して対応できるかとか、その方自身の御都合とかもござい

ますので一定期限を設けさせてもらっておりまして、更新については、本人さんのほうが

これまで実績があったりとか、本人さんの協力いただけるという御意思がありましたら、

特段の問題がなければそのまま継続・更新という手続を踏んでいきます。 

○池田委員  ありがとうございます。 

○松井会長  他はいかがでしょうか。 
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 最後の資料５―１にボランティア登録の一覧の表がありますよね。この表は個人で登録

されてるのではなくて、グループで登録されているというものですか。 

○西村館長補佐  あくまで今日お示しさせていただいております資料５につきましては

個人制度の実施についての御報告になるのですが、現状で団体でのボランティア登録をい

ただいているボランティアの団体が８団体ございます。その旨につきましても参考として

別添のとおりですので、よろしくお願いいたします。 

○松井会長  ありがとうございました。グループでのボランティア登録の制度というの

も別に規定があるわけですか。 

○西村館長補佐  今の会長の質問の件ですけれども、団体での登録ということで、前年

度からこれはさせていただいておりますので、個人とは別に団体での登録もさせていただ

いております。 

○松井会長  皆様、何かございませんか。 

○池田委員  提案なんですけれども、これから多分ボランティアをしたいという方がも

っと登録としては増えてくると思うのですけれども、市というか図書館とボランティアを

くっつけてコーディネートするというか、そういうような立場の人がいたらいいなと常々

思ってたんですけれども。そういう職員さん側であったり、ボランティアで長年されてい

る方であったりという、どういう方がなられるかは別にして、そういうニーズに対してこ

のボランティアさんだったらできるみたいな、つなげてくださる役目というかそういう方

がいらっしゃったらいいなと思うのですけれども、ぜひ御検討いただけたらと思います。 

○南館長  ボランティアをつなげるというのは、ボランティアをしたい人と図書館をつ

なげるコーディネート窓口ということでしょうか。もし、その窓口であれば、その方の重

荷にならないように考えるために、もしボランティアをしたいということがあれば図書館

のほうに声をかけていただいて登録いただき、そしてその方々がやりたいようなサービス

メニューとかも選択いただいてるので、こちらから声をかけて応援いただくとかお手伝い

いただくとかいうことを、図書館のほうから連絡させてもらうということで一定役割を果

たせるものというふうには考えてますけども。具体的に今池田委員のおっしゃったコーデ

ィネート役というところが、私自身勉強不足で返答しづらいですが、その辺をまた御議論

いただければと思います。 

○池田委員  だから、基本的には登録されている方の希望で図書館が受けとめてくださ

るという形なんでしょうかね。多分、これからお話し会とかいろんなジャンルでボランテ

ィア登録をしたいという方が増えられるかと思うのですけれども、そこをこういう催しが

あるときにここのというようなことで、ボランティア側から職員さんに言うときの窓口的

なというか、取りまとめ役というか、そういった部分。 

○北田委員  池田委員の言いたいのはこういうことかと思うんです。私のあれですよ、

独断と偏見かもわかりませんけどね。例えば、ボランティアさんが図書館の誰に電話して

やってると、毎日来るのか、例えば来てくださいとか言うのか、そういうことの窓口があ

るのですかとおっしゃってるのかと思うんですわ。そういうこと、違う。 

○池田委員  うーん、そうですね。 

○北田委員  そういうことになると私は思うんやで。だから、誰に電話をしたらわから

ないと、行ってもね。だから、例えばこの八尾図書館に来たらいいのかね。例えば八尾図
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書館に来て、私は何をしたらいいのですかとか聞くかね。だから、電話したらどこどこへ

来てくださいとか、そういう窓口があるのですかと、私はこういうふうに今理解してるの

ですけどね。それは、あれば助かるわね、これが増えてくるから。そういうことだと思い

ますけど、違いますか。 

○池田委員  ありがとうございます。すみません。今だったら多分西村さんとか南さん

に言ったりしてるんですけど、これからもそういう形で館長とか補佐が窓口という形で。 

○南館長  誰が窓口というよりも、図書館の職員に声をかけていただいたら、その中で

お受けさせていただいて内部で担当に伝えるということなので、担当の者を決めてしまう

と、その担当の者がいなかったら対応ができないということになり、帰っていただくこと

になったりするので、まず図書館の職員に言っていただいて、趣旨を言っていただいて、

こちらが受けさせていただいて、御連絡をしかるべき者からさせていただくということの

ほうが二度手間、三度手間がないのかなというふうには思います。 

○池田委員  すみません、ありがとうございました。 

○松井会長  参考のために、大阪市さんなんかはこういうボランティアの登録とか養成

の制度をたしかお持ちだと思うのですが、何か。 

○大久保委員  大阪市の場合は、読み聞かせとか高齢者施設で活動される方向けの養成

講座を実施して、グループになって２４館それぞれの図書館を拠点にということでグルー

プ登録のような形をしていただいて、先ほど池田委員がおっしゃっていたような、例えば

子育て支援施設で今度絵本展をやるから読み聞かせに来て欲しいとか、そういうお申し出

は基本的には図書館でお受けしてボランティアさんにまた相談してという、コーディネー

トは基本的に図書館でやるという形で進めております。 

 私からちょっとだけ、１点だけ教えていただいていいですかね。これは、新たにこうい

う制度をつくられたということですか。以前からあったのでしょうか。と言いますのは、

謝礼のところで５００円の図書券を配付するという、大阪市の場合は何をやっていただい

ても全く何も出ない。それは、大阪市の場合は、他で少し交通費とかが出てたような施設

でも全部それがなくなってる方向なので、ここで改めて謝礼というのを見たのでちょっと

教えていただけたらと思いまして。 

○西村館長補佐  制度的には個人ボランティアの制度というのは、今回作成させてもら

ったところなのですけれども、謝礼の考え方につきましては、こちらは活動を６時間を基

本として一定の活動をしていただいた方に対してという形で、図書館内のいろいろな業務

がありますので手伝っていただいた方に対して、６時間を基本に５００円の図書券を配付

するということです。 

 以上です。 

○南館長  少し補足しますとこれは八尾市の行革プランの中で、図書館として図書館職

員だけでサービスを提供するのではなくて、ボランティアの参画をいただきながら図書館

サービスを進めていくべきということで、数カ年計画の中で位置づけがありました。その

中で検討をしながらどういった制度を構築していくのかということをこれまで議論した中

で、昨年度においては団体のボランティア制度を構築させていただいたと。次に、個人と

してのボランティア制度をどう構築していくかというところで、今年度に実施するという

予定になっておりましたので今年度作成させていただいたというところです。予算的には、
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これは予算ですので昨年の予算編成の段階において、平成２６年度中には個人ボランティ

ア制度を構築するということの計画がありましたので、先に予算を配当していただきなが

ら今年度は制度を構築して、施行・実施のスタートを進めていったという、そういう時系

列になっております。 

○大久保委員  ありがとうございます。 

○松井会長  よろしいですか。ありがとうございました。 

○新居委員  ここに１８歳以上の心身ともに健康な者と書いてますよね。上は何歳まで

って決まってるのですか。この条件にさえ合えばいいのですか。 

○西村館長補佐  はい、特にございません。 

○松井会長  年齢の上限はないということですね。わかりました。 

○井上委員  ボランティアの活動取扱要領のＢ「障がい者サービス支援業務」、これは

従来からの例えば朗読とか音訳とかいう団体というかグループは、八尾図書館の場合はな

いのですか。大体よその図書館はみんな点訳・音訳、そういうのがありますけれども、な

いということですか。ないということで、新たに募集するということなのでしょうか。 

 それと、資料５－１の１から８の団体ですが、大体わかるのですけれども、すごく簡単

でいいですからどういう活動をしてるということの内容を教えていただけたら、すみませ

ん。 

○南館長  まず、障がい者サービスのボランティアですけど、グループということで図

書館と深いつき合いがあるというところはないのですけれども、強いて言えば社会福祉協

議会とかそういった障がい者の団体の方々とかを中心にお願いしながら、対面の朗読サー

ビスの際には来ていただいているという状況があります。八尾図書館が新しくなるという

ことで、対面朗読の希望をされる方も増えてきている状況もありますので、そういったサ

ービスを提供していただける方々を、来年度以降、育てながら参画いただくように考えて

おります。 

 それと、今井上委員からおっしゃっていただいた資料５－１の各ボランティア団体の活

動状況ということですけれども、簡単に説明をさせていただくと、実際に今日傍聴のとこ

ろに来ていただいているのですが、「ブレーメンの会」さんにおいては子どもたちへの工

作であったりとかいろんな物づくりとか、そういったことを図書館の中で図書館の本を活

用しながらしていただいてるところもございますし、「八尾人形劇連絡会」においても、

さまざまな催し物で人形劇を自分らでやったり、各学校のほうに訪問されたりしておられ

ます。「八尾図書館友の会つながり」といたしましても、さまざまな図書館のボランティ

ア団体の連携を密にするということでの連絡や、そういった催し物、会報等を出されてお

ると。「やお絵本の会」におかれましても、八尾図書館を中心に読み聞かせとか公演会等

をされておられますし、「おはなしばすけっと」においても同様に催し物、公演会をされ

ております。「好きな本を読む会」といたしましては、この会員の方々が中心となって自

分たちの月１回好きな本を読んできて、他の方に紹介するということをされてますし、「く

れよんの会」におかれましても、志紀図書館において読み聞かせとかそういった公演会を

されておられますし、「おむすびの会」においては、今日来ていただいた池田委員さんと

かが属されておりますけれども、各小学校や地域の方々に本の読み聞かせ、また地元の祭

りとかがあったときにはそこでの読み聞かせ活動とか、そういったことを展開されておる
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というふうに感じています。 

○松井会長  よろしいですか。 

○井上委員  はい。ありがとうございました。 

 あと、読書会のグループであるとか、あるいは子ども文庫の方たちは直接ボランティア

には入らないのでしょうが、図書館の協力団体というか応援団体として強力な力になると

思うのですが、その辺の把握は。もちろん子ども文庫とはちゃんとやっておられると思う

のですけれども、図書館のいわゆる読書会のグループなんかは、図書館を拠点にしてそう

いう読書会をやっておられるというグループというのはどのぐらいあるのですか。 

○南館長  実際に図書館でグループの中の会員の中で本の読み合いをする読書会という

ことになると、この表の中の６番目の「好きな本を読む会」が八尾図書館で定期的に、月

１回のペースで開催されておられます。また、各地域ごとでの読書会という活動をやって

るというのも聞いてはおりますが、今回ここでは図書館のボランティア、図書館を中心に

催し物とか活動をしていただける団体さんということで登録をいただいた方々を、こうい

う登録制度で一覧にさせていただいております。それで、また文庫についても市内で６つ

か７つぐらいの文庫がありまして、それについての活動報告をいただいたりとかいうこと

での、こちらとしても文庫への本の貸出とかいうことでの連携はさせていただいておりま

す。 

○松井会長  他にございませんでしょうか。 

 すみません、この個人ボランティアについては、龍華図書館が開館したら龍華図書館の

個人ボランティアはここに追加されるのですか。それとも、龍華図書館は龍華図書館で別

扱いなのですか。 

○南館長  このボランティア活動制度は八尾市全体的な制度というふうには認識してお

りますので、登録制度としては八尾図書館のほうに登録していただいて、活動の拠点とし

て龍華図書館というのを選択していただくことになるかと思いますし、実際にその方をど

う龍華図書館のほうにボランティアとして行っていただくのかということについては、具

体的に新しい指定管理者になった団体と協議しながら運用のルールづくりを進めていくと

いうことになっています。ただ、今回の指定管理者の募集の中でも、ボランティアを積極

的に活用しながら龍華図書館サービスを提供していくということの考え方を提案いただく

ことも募集要項等に規定しておりましたので、そういった提案内容を踏まえながら、市の

このボランティア制度の考え方と整合性を図っていく予定をしています。 

○松井会長  ありがとうございました。大体そんな感じでよろしいでしょうか。もし、

他に特に質疑がなければ（４）を終了させていただいて、あとは全体としては３その他に

なりますが、その他については何か事務局のほうからございますか。 

○西村館長補佐  すみません、その他としまして、本日欠席の水谷委員のほうから学校

図書館との連携に関する、学校図書館側からの視点をまとめた資料をお預かりしておりま

す。今からお配りさせていただきますので、また皆さんに御覧いただきたいということで

お預かりしておりますので、よろしくお願いいたします。まず、これが１点です。 

○南館長  これまで水谷委員においては、講習会のほうで学校図書館の向上、運営のほ

うの主となる担当をしていただいておりますので、こちらのほうと学校図書館との連携を

どう図っていくのかというところについて、これまでまた別のところで協議をさせていた
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だいていたところがあります。今回配付させていただいているのは、水谷委員のほうから

各学校の校長先生だったり、学校図書担当の教師の方々と検討する中で、まずどんな意見

を各学校の人たちが持っておられるのかというところと、あと市の図書館に対してどうい

った希望・要望があるのかというところ、かなえられるところ、どういったところを今後

どう続けていくのかというところもありますが、まずは各学校の現状についての考え方を

こういう形で取りまとめていただきました。これまでも水谷委員を中心に窓口として検討

しながらできるところからやっていくということで、こちらのほうも順次説明させていた

だいておりまして、また今後ですけれども、各学校においてもインターネットで公立図書

館のほうに学校図書の貸出とか、そういったサービスが構築できるかというところでの検

討も進めさせていただく予定もしておりますので、今日はこういった各学校でこういった

ニーズがあって、これの中でできるところから順次進めていきたいということで、今後ど

ういったところをやっていくのかという検討を今現在やっているというところを見ていた

だけたらと思っておりますので、またよろしくお願いいたします。 

○松井会長  ありがとうございます。これについては、特にこの場で何か意見を出して

いただくとか、そこまではやらなくてよろしいわけですね。 

 すみません、一番最後のこの内容については、これを踏まえて図書館側と協議をされた

結果がこういうふうにまとめられてるということですか。 

○南館長  図書館と検討したというよりも、これの第一段階を夏場ぐらいに水谷委員と

こちらのほうでいろいろな話をさせていただいた中で、学校現場としてこういうことが可

能ではないかとか、そういったことをまとめておられるという状況です。 

○松井会長  わかりました。ありがとうございます。 

 それでは、今日は時間もかなり過ぎておりますので、もしこれについて何か疑問なり質

問なりがあったときには、また次回とかでもそういう時間をとっても構いませんか。 

 はい、わかりました。では、そのようにさせていただきます。 

 あともう一点、その他で何かあるんですね。 

○西村館長補佐  日程の件なので、まだ他が別にあれば先にしていただきましたら。 

○松井会長  はい、わかりました。次回の協議会の日程を先にしていただけますか。 

○西村館長補佐  先にさせていただいてよろしいですか。 

 そうしましたら、次回の日程の件でございます。先ほど龍華図書館の関係の議事のとき

にも少しお話が出ておりましたけれども、次回、例年どおりでいきますと来年の３月中旬

から下旬の開催になっております。まず会長とも日程調整をさせていただいた後に各委員

さんにお知らせするような形でお願いしたいなと思うのですが、大体３月の中旬から下旬

ぐらいで調整したいなと考えております。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○松井会長  それでは、事務局のほうで今後調整していただくということでお願いしま

す。 

 それでは、あとはどうしましょう。池田委員のほうからちょっと時間をいただきたいと

いうことでお願いします。 

○池田委員  すみません。ちょっと簡単に報告なんですけれども、前回の協議会から時

間があって、指定管理者が入っている図書館に視察というほどのものではないですが見学
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に行ってきました。行った図書館は府下２つと兵庫県と、あと武雄と行ってきたんですけ

れども、武雄は本当に図書館という名前がついて印象はとてもよかったです。おしゃれだ

しゆっくりコーヒーを飲みながら本を見られるというのが、多分私が近所に住んでたらヘ

ビーユーザーになってるだろうなと思うようなすてきな図書館でした。ただ、図書館と名

前がついてるのがとても違和感があって、雑誌などがちょっと配架が少ないなと思ったり、

というのが入ったらすぐに販売コーナーがあって、そこには雑誌が平積みにされているの

ですけれども、借りるほうには余りなかったなと思ったり。図書館というよりはツタヤで

無料貸出コーナーがあるというような印象を受けました。 

 それは別にして、大阪府下で２館と兵庫県で１館行ったところがあって、全て同じ指定

管理者が入っているところなんですけれども、全く印象が違ったんですね。一方は、行っ

た時間帯ですとか曜日が違うので同じ土俵で比べることができないと思うのですけれども、

ただ一つは、広い児童書コーナーに子どもが２人しかいなかったです。２時間滞在してい

たのですけれども２人で、カウンターには司書さんがいらっしゃいましたけれども、話し

かけることもなく黙々と業務をされていて寂しい感じがして、そこは新しい機械を入れら

れたんですけれども、それも使われている感じが全くなくて。ただ、利用者アンケート的

にはよくなったということで評価をされているので、私だったら来ないなと思いながらそ

こを出たんですけれども。 

 もう一方は、本当に明るい図書館で、できた時期も随分差があるので本当に一概には言

えないのですけれども、例えば地域情報コーナーとかも本当にきれいに掲示板と棚があっ

て見やすくなってましたし、児童書コーナーがとても気になるので見ていたら、アクリル

板の壁で中が見えるんだけれどもちゃんと防音になっているというか、すごく使いやすい

ようになっているんだなと思って。いらしてる職員さんもとても愛想がよくてすごくいい

イメージを持ちました。同じ管理者でこんなに違うものなのかなと思うと、やっぱり設備

云々もそうなのですけれども、最初の印象としてはやっぱり人なのかなと思うのと、あと

は市民もちゃんと見てないといけないんだなと改めて思いまして、今回指定管理者が入る

ということで市の方は入られないのですけれども、やっぱり市もちゃんと見守っていって

欲しいなとつくづく思いました。市民はやっぱり常に関心を持つことが大事なのだなと改

めて思ったので、今日はお時間をいただいて報告をさせていただくことにしました。すみ

ません、ありがとうございます。 

○松井会長  ありがとうございました。池田委員が御自身の目で見てこられた図書館の

様子ということで、非常にいいお話を聞かせていただいたと思います。それをまた今後の

議論に生かしていただくことができれば、なおいいと思いますね。 

 それでは、これで特に議題としては一通り終了ということになりますので、終了させて

いただきたいと思います。 

 では、今回の図書館協議会は終了ということで、どうもありがとうございました。 

＜終了１６時２４分＞ 

 

 

 


